




（１） 組織形態・運営主体

・ 福島浜通り地域には、定住人口拡大に向け、大学・研究機関・企業等の研究主体を集積することが必要である。

・ 全体を統括するガバナンスの主体、核となる物理的な研究組織・施設が必要である。

・ 運営主体については、以下の理由から、国が適当と考えられる。

① 原子力災害に見舞われた福島浜通り地域の復興は国の社会的な責任。

② 原子力事故の教訓を世界に発信・貢献することは国際社会における発災国の責務。

③ 海外の類似事例では国が運営主体となっていること。

・ 組織形態は国立研究開発法人などが考えられるが、適切な組織について、今後更に議論を深める。

（２） 産学官連携（共同研究及び産業化）の仕組み

・ これまでのネットワークや研究施設を最大限活用するとともに、オープンイノベーションによる産学官連携を進めることを基本
とする。

・ 国が責任を持って長期にわたる予算、人員体制を確保し、共同研究については産業界からの投資も活用すべきである。

（１） 既存の拠点等との連携等の仕組み

・ 国際教育研究拠点は、福島イノベーション・コースト構想の中核となる拠点・組織を企図するものであるが、その際、既存の拠
点等との関係の整理を行った上で、連携や集積等について今後検討する。

（２） 地元産業との連携等の仕組み

・ 国際教育研究拠点による研究員やその家族の集積に加え、地元産業界との連携及びベンチャー企業創出によって裾野を
拡大し、若者雇用・定住人口の拡大を図る。

・ ハンフォード・サイトにおけるトライデック（地域経済発展のため、地元企業と教育研究機関、自治体との調整を行う民間組織）
等も参考とする。

４ 国際教育研究拠点の組織形態等

５ 国際教育研究拠点と既存拠点・地元産業等との連携の仕組み




